
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
生活保護システム 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 生活支援課 

個人情報ファイルの利

用目的 
生活保護業務を行なうため 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

本籍・国籍、8.識別番号、9.家庭状況、10.親族関係、11.婚姻歴、12.住

居状況、13.職業・職歴、14.学業・学歴、15.資格、16.資産状況、17.収

入状況、18.課税状況、19.公的扶助、20.口座番号、21.相談内容、22.顔

写真、23.病歴、24.扶助支給履歴、25.レセプト情報、26.介護サービス

受給歴 

記録範囲 飯塚市で生活保護法に基づく保護の申請をした者 

記録情報の収集方法 本人の申告、生活保護法に基づく調査 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

県、日本年金機構、民生委員・児童委員、地方公共団体、、学校給食課、

医療保険課、高齢介護課、社会・障がい者福祉課、住宅課、下水道課、教

育総務課 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名

称 
生活困窮者自立支援業務 

行政機関等の名称 飯塚市長 

事務担当課等 福祉部 生活支援課 

個人情報ファイルの利

用目的 
生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者自立支援事業の実施 

記録項目 

1.氏名、2.性別、3.生年月日・年齢、4.住所、5.電話番号、6.続柄、7.

資産状況、8.収入状況、9.相談内容、10.自立支援上必要となる生活履歴

等 

記録範囲 生活困窮者自立支援法に基づく申請をした者 

記録情報の収集方法 本人の申告 

要配慮個人情報の有無 ■ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先（法第 75 条第 3項に

該当する場合を除く。） 

国、県 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

① 総務部総務課     〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩 5番 5 号 

② 穂波支所市民窓口課  〒820-8605 福岡県飯塚市忠隈 523 番地 

③ 筑穂支所市民窓口課  〒820-0792 福岡県飯塚市長尾 1242 番地 1 

④ 庄内支所市民窓口課   〒820-0193 福岡県飯塚市綱分 802 番地 7 

⑤ 頴田支所市民窓口課   〒820-1193 福岡県飯塚市鹿毛馬 2333 番地 4 

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     ■ 無 

   

個人情報ファイルの種

別 

■ 法第 60 条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） 

□ 法第 60 条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 

 

 
政令第 21 条第 7項に該当するファイル 

■ 有   □ 無 
□ 本人の数 1,000 人未満 

備考  

 


